
   前橋市保健所関係使用料及び手数料条例の改正について（議案第３０号） 

 

                                衛生検査課  

 

１ 改正の理由 

  食品衛生法等の改正により、営業許可業種が見直されたことに伴い、当該許可を

申請する者から徴収する手数料に関し必要な事項を定める。 

 

 

２ 内容 

  手数料を徴収する事務、手数料の名称及び金額は、次のとおりとする。 
                                    

手数料を徴収する事務 手数料の名称 
金額 

（１件につき） 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる飲食店営業の許可の申請に対

する審査 

飲食店営業審査手数料 常設のもの 

１６，０００円 

仮設のもの 

８，０００円 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる調理の機能を有する自動販売

機により食品を調理し、調理され

た食品を販売する営業の許可の申

請に対する審査 

調理の機能を有する自動

販売機により食品を調理

し、調理された食品を販

売する営業審査手数料 

９，６００円 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる食肉販売業の許可の申請に対

する審査 

食肉販売業審査手数料 １１，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる魚介類販売業の許可の申請に

対する審査 

魚介類販売業審査手数料 １１，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる魚介類競り売り営業の許可の 

魚介類競り売り営業審査

手数料 

２１，０００円 

 



申請に対する審査   

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる集乳業の許可の申請に対する

審査 

集乳業審査手数料 ９，６００円 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる乳処理業の許可の申請に対す

る審査 

乳処理業審査手数料 ２１，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる特別牛乳搾取処理業の許可の

申請に対する審査 

特別牛乳搾取処理業審査

手数料 

２１，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる食肉処理業の許可の申請に対

する審査 

食肉処理業審査手数料 

 

 

 

２１，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる食品の放射線照射業の許可の

申請に対する審査 

食品の放射線照射業審査

手数料 

２１，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる菓子製造業の許可の申請に対

する審査 

菓子製造業審査手数料 １４，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よるアイスクリーム類製造業の許

可の申請に対する審査 

アイスクリーム類製造業

審査手数料 

１４，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる乳製品製造業の許可の申請に

対する審査 

乳製品製造業審査手数料 ２１，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食 清涼飲料水製造業審査手 ２１，０００円 



品衛生法施行令第３５条の規定に

よる清涼飲料水製造業の許可の申

請に対する審査 

数料  

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる食肉製品製造業の許可の申請

に対する審査 

食肉製品製造業審査手数

料 

２１，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる水産製品製造業の許可の申請

に対する審査 

水産製品製造業審査手数

料 

１６，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる氷雪製造業の許可の申請に対

する審査 

氷雪製造業審査手数料 ２１，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる液卵製造業の許可の申請に対

する審査 

液卵製造業審査手数料 １６，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる食用油脂製造業の許可の申請

に対する審査 

食用油脂製造業審査手数

料 

２１，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よるみそ又はしょうゆ製造業の許

可の申請に対する審査 

みそ又はしょうゆ製造業

審査手数料 

１６，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる酒類製造業の許可の申請に対

する審査 

酒類製造業審査手数料 １６，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる豆腐製造業の許可の申請に対 

豆腐製造業審査手数料 １４，０００円 



する審査   

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる納豆製造業の許可の申請に対

する審査 

納豆製造業審査手数料 １４，０００円 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる麺類製造業の許可の申請に対

する審査 

麺類製造業審査手数料 １４，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よるそうざい製造業の許可の申請

に対する審査 

そうざい製造業審査手数

料 

２１，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる複合型そうざい製造業の許可

の申請に対する審査 

複合型そうざい製造業審

査手数料 

３０，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる冷凍食品製造業の許可の申請

に対する審査 

冷凍食品製造業審査手数

料 

２１，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる複合型冷凍食品製造業の許可

の申請に対する審査 

複合型冷凍食品製造業審

査手数料 

３０，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる漬物製造業の許可の申請に対

する審査 

漬物製造業審査手数料 １４，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる密封包装食品製造業の許可の

申請に対する審査 

密封包装食品製造業審査

手数料 

２１，０００円 

 

食品衛生法第５５条第１項及び食 食品の小分け業審査手数 １６，０００円 



品衛生法施行令第３５条の規定に

よる食品の小分け業の許可の申請

に対する審査 

料  

 

食品衛生法第５５条第１項及び食

品衛生法施行令第３５条の規定に

よる添加物製造業の許可の申請に

対する審査 

添加物製造業審査手数料 ２１，０００円 

 

                                       

 

 

３ 施行期日 

  令和３年６月１日 

 



⾷品衛⽣法改正に伴う営業規制の⾒直し業種⼀覧
【参考資料・衛⽣検査課作成】

現在の許可業種 見直し後の許可業種 現在の許可業種 見直し後の許可業種

         容器包装に入った
     もののみ販売

液卵製造業

複合型冷凍食品製造業

       冷凍・冷蔵倉庫業 漬物製造業

食品の放射線照射業 食品の放射線照射業 食品の小分け業

酒類製造業 酒類製造業

魚肉ねり製品製造業 水産製品製造業

添加物製造業 添加物製造業

食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業

みそ製造業 みそ又はしょうゆ製造業

集乳業 集乳業

醬油製造業

乳類販売業

特別牛乳搾取処理業 特別牛乳搾取処理業 ソース類製造業
         冷蔵流通するもの、

   はちみつ、酢

乳製品製造業 乳製品製造業

魚介類せり売り営業 魚介類競り売り営業 複合型そうざい製造業

乳処理業 乳処理業 缶詰又は瓶詰食品製造業 密封包装食品製造業

めん類製造業 麺類製造業

魚介類販売業 魚介類販売業

        容器包装に入った
    もののみ販売

そうざい製造業 そうざい製造業

食肉販売業 食肉販売業

豆腐製造業 豆腐製造業

納豆製造業 納豆製造業

食肉製品製造業 食肉製品製造業

アイスクリーム類製造業 アイスクリーム類製造業

食用油脂製造業 食用油脂製造業

食肉処理業 食肉処理業
マーガリン又は

ショートニング製造業

菓子製造業 菓子製造業

氷雪製造業 氷雪製造業

あん類製造業

氷雪販売業

飲食店営業 飲食店営業 清涼飲料水製造業 清涼飲料水製造業

喫茶店営業
調理の機能を有する

自動販売機 乳酸菌飲料製造業
乳処理業

乳製品製造業
清涼飲料水製造業

再編

新設
新設

新設

新設

新設

新設

新設

統合

統合

統合

統合

届出

届出

届出

届出

届出

届出

届出


